
 

自主事業の実施につい て 

（「業務要求水準書」２（２）ウ、４（４）ク関連） 

 

 

自主事業を行うことができる施設及び条件は次のとおりとする。 

 

 

１ 自主事業を行うことができる施設 

  幼児コーナー（34㎡） 

  【実施できる理由】 

現状、ほとんど利用されていない施設であり、また施設内の他の場所に代替 

スペースを確保することが可能であること。 

 

２ 自主事業を行う場合の条件 

   施設に損傷を生じさせる恐れがない事業。特に幼児コーナーの床は大きな荷重に

は耐えられない仕様となっているため、重いトレーニング機器等の設置は認めない。 

  

３ 注意事項 

 実施可能かどうかの判断が難しい場合は、「募集要項」１５（３）による質問で確 

認すること。 
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